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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜付きスリーブと前記傾斜付きスリーブの内側の円筒体とで構成された引き抜きロッ
ク機構を備える緩み止めソケットであって、前記傾斜付きスリーブの内側長手方向断面は
傘形の円錐角を有し、前記傾斜付きスリーブの中間部はピンを貫通させ、前記円筒体は上
下動可能な浮動ブロックに取り付けられて前記浮動ブロックによって前記傾斜付きスリー
ブの内側円錐面に沿って上下動可能であり、前記引き抜きロック機構は、互いにスナップ
嵌合される上蓋体と下蓋体とで構成される筐体の内部に、前記上蓋体の挿入穴の下方かつ
挿入用ブッシュの上方に取り付けられる、緩み止めソケット。
【請求項２】
　前記引き抜きロック機構において、２つの円筒体が前記傾斜付きスリーブの内側の２つ
の側に対称的に配置される、請求項１に記載の緩み止めソケット。
【請求項３】
　前記引き抜きロック機構は少なくとも１つである、請求項１に記載の緩み止めソケット
。
【請求項４】
　前記円筒体の代わりに楔体または球体が使用される、請求項１乃至３の何れか１項に記
載の緩み止めソケット。
【請求項５】
　操作レバーが前記筐体の内部に取り付けられ、前記操作レバーの一端はヒンジ軸によっ
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て前記筐体に取り付けられ、前記筐体の外側のソケットボタンが前記操作レバーの他端に
取り付けられ、バネまたは弾性体が前記浮動ブロックの下方に取り付けられ、前記浮動ブ
ロックは前記操作レバーの中間部に移動可能に嵌着される、請求項２に記載の緩み止めソ
ケット。
【請求項６】
　前記引き抜きロック機構と、前記挿入用ブッシュと、前記バネまたは弾性体と、前記浮
動ブロックとは、緩み止め機能モジュールを構成するように、互いにスナップ嵌合される
モジュールベースとさまざまな挿入穴を有する小形パネルとの内部に取り付けられる、請
求項５に記載の緩み止めソケット。
【請求項７】
　前記傾斜付きスリーブと前記挿入用ブッシュとを固定するためのブラケットが前記傾斜
付きスリーブと前記挿入用ブッシュとの間に配設される、請求項５に記載の緩み止めソケ
ット。
【請求項８】
　前記引き抜きロック機構は前記緩み止め機能モジュールに含まれ、前記緩み止め機能モ
ジュールはモジュールベースと上部小形パネルとをさらに備え、前記上部小形パネルと前
記モジュールベースとは互いにスナップ嵌合され、前記ピンを留めるための挿入用ブッシ
ュが前記モジュールベースの内部に取り付けられ、前記浮動ブロックは前記上部小形パネ
ルと前記モジュールベースとの間に配設され、バネが前記浮動ブロックの下方に取り付け
られ、プラグを貫通させる前記傾斜付きスリーブは前記上部小形パネルに対応する挿入穴
位置に取り付けられ、操作レバーが前記上蓋体と前記下蓋体とによって閉じられた空間の
内部に取り付けられ、前記操作レバーの中間部は前記浮動ブロックに接続され、前記浮動
ブロックは、前記操作レバーが前記モジュールベースに密着するように、前記バネのバネ
力によって前記操作レバーに対する引張力をもたらし、前記操作レバーの２つの端部のう
ちの一端は、外力下で他端を回転させるための支点を形成するために、前記モジュールベ
ースに接触可能である、請求項６に記載の緩み止めソケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年３月１日出願の中国特許出願第２０１１１００４９７８０．５号
の優先権の利益を主張するものであり、上記出願の内容は参照により本願明細書に組み込
まれている。
【０００２】
　本発明は、プラグの引き抜きを防止するソケットに関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般的なソケットはさまざまであるが、プラグとソケットとの間の接続方法は主に挿入
構造である。従来技術の緩み止めソケットとして以下のものがある。
【０００４】
　１．　中国特許出願第２００８２０１９２３４８．５号の緩み止めソケットは、ソケッ
ト１を備え、ソケット１の底部にボス２が取り付けられ、ボス２の２つの側に斜めの楔形
スロット３が設けられ、２つの固定アーム４、５の下端のプーリが楔形スロット３の内側
で摺動し、２つの固定アーム４、５のフック形状の上端がソケット１の上蓋の複数の穴を
貫通してソケット１から突出し、連接棒６が回転軸７、８を介して２つの固定アーム４、
５にそれぞれ接続されて弾性金属銅シートで構成された挿入穴の下に取り付けられ、支持
棒９が連接棒６の一端を貫通してボス２に固定され、支持棒９上のバネ１０の一端が連接
棒６に接続され、他端がボス２に接続されている。その利点として、プラグの挿抜を容易
かつ確実に行え、プラグが外れ難く、その使用が安全かつ簡便であり、電気器具の正規使
用および電力利用の安全性が保証される点が挙げられる。
【０００５】
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　２．　中国特許出願第２００８２０１６５２４４．５号のプラグ配線を固定できる緩み
止めソケットは、複数のソケット構成要素を備え、挿入穴がソケットの中間部に設けられ
、２つの支持棒が挿入穴の下方に設けられ、可動治具が支持棒の上端に取り付けられてい
る。その利点として、構造が単純で使用が簡便かつ安全であり、プラグの引き抜きを防止
するように配線を固定できる点が挙げられる。
【０００６】
　３．　中国特許出願第２００８１０１１６６８８．４号の緩み止め安全ソケットは、い
くつかの挿入穴を有する絶縁筐体を備え、電極が各挿入穴に設けられ、少なくとも１つの
一方向干渉部材が絶縁筐体内に配設されており、この干渉部材がプラグの挿入に対する影
響を防止すると共に、プラグの引き抜きに干渉する。結果として、この発明は単純な構造
と簡便な操作というこの発明の目的を達成している。
【０００７】
　これら３種類の緩み止めソケットは、捩れ固定構造と、支持棒可動治具固定構造と、横
干渉固定構造とを利用している。これら３つの固定構造はそれぞれ固有の特性を有してい
るが、使用中の簡便性はそれ程ではない。緩み止めソケットの技術分野における現在の課
題は、ソケットに挿入された後のプラグが自動的に固定およびロックされ、通常の外力下
で緩まないこと、およびその固定された姿勢が特定の構造によって開放された場合にのみ
、ソケットからのプラグの引き抜きが可能になることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】中国特許出願第２００８２０１９２３４８．５号
【特許文献２】中国特許出願第２００８２０１６５２４４．５号
【特許文献３】中国特許出願第２００８１０１１６６８８．４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の１つの目的は、ソケットに挿入されたプラグが容易に引き抜かれるという問題
を解決するために、ソケットに挿入されたプラグが自動的に固定およびロックされて通常
の外力下では緩まないような緩み止めソケットを提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、緩み止めソケットの引き抜きロック機構を提供することである。
【００１１】
　本発明のこれらの目的は、以下の技術的解決手段によって達成可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　傾斜付きスリーブと前記傾斜付きスリーブの内側の円筒体とで構成された引き抜きロッ
ク機構を備える緩み止めソケットであって、前記傾斜付きスリーブの内側長手方向断面は
傘形の円錐角を有し、前記傾斜付きスリーブの中間部はピンを貫通させ、前記円筒体は上
下動可能な浮動ブロックに取り付けられて前記浮動ブロックによって前記傾斜付きスリー
ブの内側円錐面に沿って上下動可能であり、前記引き抜きロック機構は、互いにスナップ
嵌合される上蓋体と下蓋体とで構成される筐体の内部に、前記上蓋体の挿入穴の下方かつ
挿入用ブッシュの上方に取り付けられる、緩み止めソケット。
【００１４】
　前記引き抜きロック機構において、２つの円筒体が前記傾斜付きスリーブの内側の２つ
の側に対称的に配置される、上記の緩み止めソケット。
【００１５】
　前記引き抜きロック機構は少なくとも１つである、上記の緩み止めソケット。
【００１６】
　前記円筒体の代わりに楔体または球体が使用される、上記の緩み止めソケット。
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【００１７】
　操作レバーが前記筐体の内部に取り付けられ、前記操作レバーの一端はヒンジ軸によっ
て前記筐体に取り付けられ、前記筐体の外側のソケットボタンが前記操作レバーの他端に
取り付けられ、バネまたは弾性体が前記浮動ブロックの下方に取り付けられ、前記浮動ブ
ロックは前記操作レバーの前記中間部に移動可能に嵌着される。
【００１８】
　前記引き抜きロック機構と、前記挿入用ブッシュと、前記バネまたは弾性体と、前記浮
動ブロックとは、緩み止め機能モジュールを構成するように、互いにスナップ嵌合される
モジュールベースとさまざまな挿入穴を有する小形パネルとの内部に取り付けられる。
【００１９】
　前記傾斜付きスリーブと前記挿入用ブッシュとを固定するためのブラケットが前記傾斜
付きスリーブと前記挿入用ブッシュとの間に配設される。
【００２０】
　前記引き抜きロック機構は前記緩み止め機能モジュールに含まれ、前記緩み止め機能モ
ジュールはモジュールベースと上部小形パネルとをさらに備え、前記上部小形パネルと前
記モジュールベースとは互いにスナップ嵌合され、前記ピンを留めるための挿入用ブッシ
ュが前記モジュールベースの内部に取り付けられ、前記浮動ブロックは前記上部小形パネ
ルと前記モジュールベースとの間に配設され、バネが前記浮動ブロックの下方に取り付け
られ、プラグを貫通させる前記傾斜付きスリーブは前記上部小形パネルに対応する挿入穴
位置に取り付けられ、操作レバーが前記上蓋体と前記下蓋体とによって閉じられた空間の
内部に取り付けられ、前記操作レバーの中間部は前記浮動ブロックに接続され、前記浮動
ブロックは、前記操作レバーが前記モジュールベースに密着するように、前記バネのバネ
力によって前記操作レバーに対する引張力をもたらし、前記操作レバーの２つの端部のう
ちの一端は、外力下で他端を回転させるための支点を形成するために、前記モジュールベ
ースに接触可能である。
【発明の効果】
【００２７】
　プラグが挿入されると、プラグのピンと傾斜付きスリーブの斜面とは鋭角領域を構成し
、この鋭角領域内の金属円筒体はバネの作用によって斜面とピンの表面とに密着し、プラ
グが上方に引き抜かれると金属円筒体は摩擦力および弾性力の作用によって上方に移動す
るが、金属円筒体は斜面の作用によって２つの斜面に益々緊密に固着して戻り止めを形成
するので、プラグの引き抜きは不可能であるか、または容易ではない。円筒体が下降する
と、プラグを容易に引き抜くことができる。
【００２８】
　本発明の特定の特徴、性能は、以下の実施形態および図面からさらに理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は一実施形態による、緩み止めソケットの緩み止め機能モジュールと作動機
構とがソケットの内部に配置された取り付け構造の概略図である。
【図２】図２は一実施形態による緩み止め機能モジュールの内部構造図である。
【図３】図３（Ａ）は初期状態における円筒体の動作概略図、図３（Ｂ）は、挿入状態に
おける円筒体の動作概略図、図３（Ｃ）はロック状態における円筒体の動作概略図、図３
（Ｄ）は引き抜き状態における円筒体の動作概略図である。
【図４】図４は本発明の別の実施形態による引き抜きロック機構の概略図である。
【図５】図５は本発明の別の実施形態による引き抜きロック機構の概略図である。
【図６】図６は本発明の別の実施形態による引き抜きロック機構の概略図である。
【図７】図７は図２に示されている実施形態の分解図である。
【図８】図８は図７に示されている浮動ブロックおよび円筒体の分解図である。
【図９】図９は図７に示されている浮動ブロックおよび円筒体の分解図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　図１および図２に示されているように、緩み止めソケットは互いにスナップ嵌合された
上蓋体２と下蓋体３とを備え、上蓋体２と下蓋体３とによって閉じられた空間内に複数の
緩み止め機能モジュール１が取り付けられている。緩み止め機能モジュール１はモジュー
ルベース１２とその上の小形パネル１１とを備え、プラグ６を留めるための挿入用ブッシ
ュ１７がモジュールベース１２の内部に取り付けられ、挿入用ブッシュ１７の上部は押下
ブラケット１８によって固定されている。浮動ブロック１４が小形パネル１１とモジュー
ルベース１２との間に配設されている。バネ１３が浮動ブロック１４の下方に取り付けら
れ、プラグ６を貫通させる傾斜付きスリーブ１５が小形パネル１１に対応する挿入穴位置
に取り付けられている。傾斜付きスリーブ１５の上部は小形パネル１１の傾斜付きリブに
密着し、傾斜付きスリーブ１５の下部はブラケット１８によって支持されている。傾斜付
きスリーブ１５の長手方向断面は傘形の円錐形であり、引き抜きロック機構を構成するよ
うに２つの金属円筒体１６が傾斜付きスリーブ１５の内側の２つの側に対称的に配置され
ている。金属円筒体１６は浮動ブロック１４に取り付けられて浮動ブロック１４と共に上
下動可能である。操作レバー４がソケットの内部に取り付けられている。操作レバー４の
中間部は浮動ブロック１４に移動可能に嵌着され、操作レバー４の一端はヒンジ軸によっ
て上蓋体２または下蓋体３に取り付けられている。ソケットボタン５が操作レバー４の他
端に取り付けられている。浮動ブロック１４はバネ１３によって上下動可能である。
【００３１】
　プラグ６が挿入されると、プラグ６のピンと傾斜付きスリーブ１５の斜面とは鋭角領域
を構成し、鋭角領域内の金属円筒体１６はバネ１３の作用によって斜面とピン表面とに密
着する。プラグ６が上方に引き抜かれると金属円筒体１６は摩擦力および弾性力の作用に
よって上方に移動するが、金属円筒体１６は斜面の作用によって両側の斜面に益々緊密に
固着して戻り止めを形成するので、プラグの引き抜きは不可能であるか、または容易では
ない。
【００３２】
　図７～図９を参照すると、図２の実施形態をさらに理解することができる。浮動ブロッ
ク１４は、２つのスナップ嵌合用板１４１、１４２で形成され、円筒体１６は浮動ブロッ
ク１４の２つのスナップ嵌合用板１４１、１４２の間に取り付けられる。
【００３３】
　図７～図９を参照すると、操作レバー４は環状部材であり、向かい合った内側壁の中間
部にスナップ嵌合用穴４３が配設される。浮動ブロック１４はこの２つのスナップ嵌合用
穴に対応する２つの接続アーム１４３を有している。スナップ嵌合用ボスが接続アーム１
４３の端部に配設され、スナップ嵌合用ボスとスナップ嵌合用穴とのスナップ嵌合作用に
よって浮動ブロック１４と操作レバー４とが互いに接続される。操作レバー４はモジュー
ルベース１２の底部に配置される。接続アーム１４３と操作レバー４との接続により、接
続アーム１４３はバネ１３の力により操作レバー４に対する引張力をもたらすので、操作
レバー４はモジュールベース１２に密着し、緩み止め機能モジュール１上に安定して取り
付けられる。押下力が操作レバー４の左端から加えられるか右端から加えられるかに応じ
て、操作レバー４の右端または左端はモジュールベース１２に接触して支点を形成し、操
作レバー４の中間部は浮動ブロック１４を下方に移動させるので、円筒体１６は下方に移
動してロックを解除する。
【００３４】
　図７～図９は、操作レバー４の最良の実施形態を示す。本発明の他の複数の実施形態に
おいては操作レバー４の他の複数の実装方法があり、例えば、操作レバー４は単に棒部材
であり、操作レバー４は緩み止め機能モジュールの内部にも配設可能であり、操作レバー
４と浮動ブロック１４との間の接続方法をスナップ嵌合接続以外の接続方法にすることも
できる。
【００３５】
　作動プロセスは以下の状態を含む。
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【００３６】
　図３（Ａ）に示す初期状態。プラグ６が挿入穴に挿入されていないとき、浮動ブロック
１４はバネの作用により金属円筒体１６を上方に移動させる。これと同時に、金属円筒体
１６は斜面の制限作用によって内方に移動する。このとき、金属円筒体１６は最も高い位
置にあり、２つの金属円筒体１６、１６間の間隙はピンの幅より小さい。
【００３７】
　図３（Ｂ）に示す挿入状態。プラグ６が挿入穴に挿入されると、プラグ６のピンは、最
初に金属円筒体１６に接触し、次にバネ力に抗して金属円筒体１６と共に下方に移動する
。これと同時に２つの金属円筒体１６は外方に移動し、２つの金属円筒体１６間の間隙が
ピンの幅に等しくなると金属円筒体１６は移動を停止する。ピンは引き続き下方に移動し
てソケットの挿入用ブッシュ１７に挿入されるので、電気接続が形成される。このとき、
金属円筒体１６はバネ力の作用により２つの斜面との接触を常に維持しており、待機状態
にある。
【００３８】
　図３（Ｃ）に示すロック状態。プラグ６が上方に引き抜かれようとすると、金属円筒体
１６は摩擦力およびバネ力により上方に移動しようとするが、円筒体１６は斜面の作用に
よって２つの斜面に益々緊密に固着して戻り止めを形成する。したがって、プラグ６の引
き抜きは不可能であるか、または容易ではない。
【００３９】
　図３（Ｄ）に示す引き抜き状態。プラグ６を引き抜く必要があるときは、ソケットボタ
ン５を押す。操作レバー４によって浮動ブロック１４が下方に移動するので、金属円筒体
１６は斜面およびピンから外れる。このとき、プラグ６を正常に引き抜くことができる。
【００４０】
　図４に示す実施形態の引き抜きロック機構は、傾斜付きスリーブ２５と円筒体２６とを
備え、長手方向断面において、傾斜付きスリーブ２５の一方の側部２５１の内面は（プラ
グのピン６１に対して、または鉛直基準線に対して、傘形の円錐角を有する）斜面であり
、もう一方の側部２５２の内面はストレート面である。図４に示す実施形態の引き抜きロ
ック機構は、図１乃至図３（Ｄ）に示す実施形態の引き抜きロック機構（傾斜付きスリー
ブ１５と金属円筒体１６）の代わりにそのまま使用可能であり、ピン６１の引き抜きを防
止する技術的効果をもたらす。傾斜付きスリーブ２５は一体式部材にすることも、あるい
は分離部材にすることもでき、例えば、その２つの側部２５１、２５２を分離できる。
【００４１】
　図５に示す実施形態の引き抜きロック機構は、傾斜付きスリーブ３５と球体３６とを備
え、長手方向断面において、傾斜付きスリーブ３５の一方の側部３５１の内面は（プラグ
のピン６１に対して、または鉛直基準線に対して、傘形の円錐角を有する）斜面であり、
もう一方の側部３５２の内面はストレート面である。図５に示す実施形態の引き抜きロッ
ク機構は、図１乃至図３（Ｄ）に示す実施形態の引き抜きロック機構（傾斜付きスリーブ
１５と金属円筒体１６）の代わりにそのまま使用可能であり、ピンの引き抜きを防止する
技術的効果をもたらす。傾斜付きスリーブ３５は一体式部材にすることも、あるいは分離
部材にすることもでき、例えば、その２つの側部３５１、３５２を分離できる。傾斜付き
スリーブ３５の側部３５２の内面を（プラグのピン６１に対して、または鉛直基準線に対
して、傘形の円錐角を有する）斜面にすることもできる。この場合、側部３５２の内側に
も球体３６が配設される。好適な一実施形態において、側部３５２、３５１は対称構造で
あり、球体３６がそれぞれの内側に配設される。
【００４２】
　図６に示す実施形態の引き抜きロック機構は、傾斜付きスリーブ４５と楔体４６とを備
え、長手方向断面において、傾斜付きスリーブ４５の一方の側部４５１の内面は（プラグ
のピン６１に対して、または鉛直基準線に対して、傘形の円錐角を有する）斜面であり、
他の側部４５２の内面はストレート面である。楔体４６は斜面の内側に挟み込まれる。図
６に示す実施形態の引き抜きロック機構は、図１乃至図３（Ｄ）に示す実施形態の引き抜
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きロック機構（傾斜付きスリーブ１５と金属円筒体１６）の代わりにそのまま使用可能で
あり、ピン６１の引き抜きを防止する技術的効果をもたらす。傾斜付きスリーブ４５は一
体式部材にすることも、あるいは分離部材にすることもでき、例えば、その２つの側部４
５１、４５２を分離できる。傾斜付きスリーブ４５の側部４５２の内面を（プラグのピン
６１に対して、または鉛直基準線に対して、傘形の円錐角を有する）斜面にすることもで
きる。この場合、側部４５２の内側にも楔体４６が配設される。好適な一実施形態におい
て、側部４５２、４５１は対称構造であり、楔体４６がそれぞれの内側に配設される。
【００４３】
　図２の実施形態においては、傾斜付きスリーブ１５の内側の両斜面とその内側の金属円
筒体１６とを対称的にすることも非対称的にすることもできる。
【００４４】
　上記の各実施形態において、傾斜付きスリーブとは、斜面または円錐面をもたらすこと
ができるあらゆる部材のことを指す。
【００４５】
　上記の各実施形態において、円筒体２６、球体３６、または楔体４６は、ソケットのプ
ラグと摩擦係合可能なさまざまな部材を備えた摩擦部材であり、この摩擦部材は、一方で
は傾斜付きスリーブ２５、３５、４５の斜面と接触し、他方ではプラグのピン６１と摩擦
係合する。円筒体２６、球体３６、または楔体４６と同等の部材は、上記の各実施形態に
おいてピン６１の引き抜きを防止する機能をもたらすことができる他の種類の摩擦部材で
ある。
【００４６】
　上記の各実施形態において、引き抜きロック機構１は、１つの緩み止め機能モジュール
１に対応する唯一の、または少なくとも１つの機構である。すなわち、少なくとも１つの
挿入穴が１つの引き抜きロック機構に対応する。例えば、図２、図７乃至図９の実施形態
に示すように、唯一の引き抜きロック機構が存在しうる。
【００４７】
　上記の各実施形態において、操作レバー４は、緩み止め機能モジュールの外側に配設さ
れるほか、緩み止め機能モジュールの内部にも配設可能である。
【００４８】
　上記の各実施形態において、バネ１３は弾性によって機能する弾性体のことを指し、バ
ネ鋼製の部品および他の弾性材料製の部品を含むが、これだけに限定されるものではない
。
【００４９】
　上記の各実施形態において、円筒体は金属製とすることができるが、他の硬質材料製と
することもできる。
【００５０】
　上記の各実施形態において引き抜きロック機構は小形パネル１１と挿入用ブッシュ１７
との間に配置されるが、実際にはこれに限定されず、挿入用ブッシュ１７の下にも配置可
能である。
【００５１】
　上記の各実施形態においては、傾斜付きスリーブまたはプラグのピンが過度に大きな変
形を示さない限り、斜面または円錐面の存在によりプラグのピンは摩擦によってロックさ
れる。これは、如何なる形状のプラグにも当てはまり、良好な汎用性を有する。
【００５２】
　上記の各実施形態における引き抜きロック機構は、「緩み止めソケットの引き抜きロッ
ク機構」と定義されるが、当然のことながら、ソケットでの使用に限定されず、ピンをロ
ックするような他の如何なる装置および状況においても使用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　緩み止め機能モジュール
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　２　上蓋体
　３　下蓋体
　４　操作レバー
　５　ソケットボタン
　６　プラグ
　１１　小形パネル
　１２　モジュールベース
　１３　バネ
　１４　浮動ブロック
　１５　傾斜付きスリーブ
　１６　金属円筒体
　１７　挿入用ブッシュ
　１８　ブラケット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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